
 

平成 29 年４月 13 日 

各  位 

会 社 名 西日本鉄道株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 倉富 純男 

（コード番号 9031 東証１部・福証） 

問 合 せ 先 総務広報部広報課長   三島 二郎 

（TEL. 092－734－1217） 

 

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年４月 13日開催の当社取締役会において、平成 29年 7月 1日を効力発生日として、

当社完全子会社である西鉄タクシーホールディングス株式会社を吸収合併することを決定いたしまし

たのでお知らせいたします。 

なお、本合併は、完全子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示していま

す。 

 

記 

 

１．合併の目的 

西鉄タクシーホールディングス株式会社は、当社の完全子会社であり、当社グループにおけるタ

クシー事業の経営管理およびタクシー事業用資産の賃貸業を主な事業として行ってまいりました。

今般、事業規模の拡大や投資の増大に対応するため、機動的な投資を実施できる体制の整備や一層

のガバナンス強化を目的に当社を存続会社として同社を吸収合併することといたしました。 

 

２．合併の要旨 

（1）合併の日程 

   合併決議取締役会   平成 29 年４月 13 日 

   合併契約締結     平成 29 年４月 13 日 

   合併承認株主総会    

    西日本鉄道株式会社    

会社法第 796 条第２項（簡易合併）の規定により、株主総会の承認を得ずに合併いたしま

す。 

    西鉄タクシーホールディングス株式会社 

会社法第 784 条第１項（略式合併）の規定により、株主総会の承認を得ずに合併いたしま

す。 

   合併予定日（効力発生日）   平成 29 年７月１日 

（2）合併方式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、西鉄タクシーホールディングス株式会社は解散いた



します。 

（3）合併に係る割当ての内容 

    当社は西鉄タクシーホールディングス株式会社の発行済株式の全部を所有しているため、合

併に際して新株式の発行および金銭等の交付は行いません。 

（4）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

    西鉄タクシーホールディングス株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債のいずれも

発行しておりません。 

 

３．合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（1）商号 西日本鉄道株式会社 西鉄タクシーホールディングス

株式会社 

（2）本店所在地 福岡市中央区天神一丁目 

11 番 17 号 

福岡市南区大楠一丁目 

34 番１号 

（3）代表者 代表取締役 

社長執行役員 倉富 純男 

代表取締役社長 冨永 彰彦 

（4）事業内容 運輸業、不動産業、レジャー・サー

ビス業、物流業他 

西鉄タクシーグループの経営管

理業、タクシー事業用資産の賃

貸業他 

（5）資本金 26,157百万円 50 百万円 

（6）設立年月日 明治 41 年 12 月 11 日 昭和 32 年８月 27 日 

※平成 27 年７月１日商号変更 

（7）発行済株式総数 396,800千株 50 千株 

（8）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（9）大株主および持株比率 

（平成 28 年９月 30 日現在） 

株式会社福岡銀行     4.89% 

日本生命保険相互会社   4.22% 

株式会社みずほ銀行    3.98% 

株式会社西日本シティ銀行 3.79% 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口）3.49% 

西日本鉄道株式会社   100% 

 

 

 

 

 

（10）直前事業年度（平成 28 年３月期）における財政状態および経営成績 

 純資産 114,741 百万円 763 百万円 

総資産 429,893 百万円 789 百万円 

１株当たり純資産 289.36 円 15,268.07円 

売上高 139,975 百万円 492 百万円 

営業利益 13,804 百万円 12 百万円 

経常利益 14,681 百万円 16 百万円 

当期純利益 10,856 百万円 34 百万円 

１株当たり当期純利益 27.49 円 698.68 円 



 

４．合併後の状況 

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期につい

ての変更はありません。 

なお、本合併により当社が承継する事業のうちタクシー事業の運営統制機能は、タクシーの運行

を行う会社が担うことが望ましいと判断し、当社グループにおけるタクシー事業の運営体制を[ご参

考]に記載のとおり変更する予定です。 

 

５．当期以降の業績に与える影響 

本合併が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

[ご参考] 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 【平成 29 年 7月 1日（予定）】 

 

 

 

 

 

 

※ 福岡西鉄タクシー㈱、久留米西鉄タクシー㈱、柳川西鉄タクシー㈱および北九西鉄タクシー㈱は、

当社の完全子会社です。 

以上 

西日本鉄道㈱ 

西鉄タクシーホールディングス㈱ 

久留米西鉄タクシー㈱ 福岡西鉄タクシー㈱ 柳川西鉄タクシー㈱ 北九西鉄タクシー㈱ 

吸収合併吸収合併吸収合併吸収合併    

西日本鉄道㈱ 

久留米西鉄タクシー㈱ 

福岡西鉄タクシー㈱ 

柳川西鉄タクシー㈱ 北九西鉄タクシー㈱ 

タクシー事業タクシー事業タクシー事業タクシー事業のののの運営を統制運営を統制運営を統制運営を統制    


